
別紙２ 

土井ヶ浜プロジェクト基本計画策定業務公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

  本業務は、国指定史跡 土井ヶ浜遺跡（以下「遺跡」という。）を擁する

土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム（以下「ミュージアム」という。）を

核として、にぎわいと交流の拠点を創出し、土井ヶ浜とその周辺及び豊北

地域、ひいては日本海沿岸エリアの地域振興を図る「土井ヶ浜プロジェク

ト」（以下「プロジェクト」という。）の基本計画を策定するものである。 

プロジェクトの推進に当たっては、歴史や文化をはじめとする地域資

源を最大限に活用し、地域の住民・行政・民間事業者、その他多様な主体

が連携して事業を展開することを図る。プロジェクト推進の中心を担う

ミュージアムについては、博物館としての機能強化を図るとともに、様々

な現代的課題にも対応しうる社会インフラとしての役割も期待され、基

本的活動の充実だけでなく、新しい発想も導入した機能の強化も求めら

れる。ミュージアムは、本来、その存在自体が地域の魅力向上及びシビッ

クプライドの醸成に資するものであり、このたびの基本計画策定におい

ては、このことを基礎として戦略的な検討を行う。 

 

２　業務概要 

（１）業 務 名 　土井ヶ浜プロジェクト基本計画策定業務 

（２）履行場所　 土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム（下関市豊北町神

田上８９１－８）ほか 

（３）履行期間 　契約締結日から令和９年３月２６日まで 

（４）業務内容 　別紙１「土井ヶ浜プロジェクト基本計画策定業務仕様

書」に記載の内容を基本とし、これを効果的かつ効率

的に実現する具体的な提案をもって業務を行う。 

 

３　予算 

見積限度額 １５，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 
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４　日程（予定を含む） 

（１）プロポーザル実施の公告日　　令和８年５月２５日（月） 

（２）現 地 見 学 会　　令和８年６月２日（火）午後２時から 

（３）参加申込書の提出期限　　令和８年６月１２日（金）午後５時まで 

（４）参加資格審査結果通知　　令和８年６月１７日（水）までに発送 

（５）質 問 の 受 付 期 間　　令和８年５月２５日（月）から 

令和８年６月５日（金）まで 

（６）質問に対する回答　　令和８年６月１０日（水）までに回答予定 

（７）提 案 書 提 出 期 限　　令和８年７月１７日（金）午後５時まで 

（８）プレゼンテーション　　未定（別途通知） 

（９）選 考 結 果 通 知　　令和８年７月３１日（金）までに発送予定 

 

５　参加資格 

プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たしている

こと。なお、複数の者による共同提案も認めるが、その場合、構成する

者のいずれも参加資格を満たす者であり、共同提案者の中から代表者を

定めたうえで応募すること。下関市との契約の当事者は、当該代表者と

する。なお、単独で応募した者は、共同提案の構成員となることができ

ない。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定にいずれも該当しない者であること。 

（２）本プロポーザルの公告の日から契約締結までの間、下関市競争入札

参加有資格者指名停止等措置要綱に基づく指名停止等の措置を受け

ていないこと。 

（３）市税を滞納していない者であること。 

（４）法人税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第６号に規定する暴力団員又は同条第２号に規定する

暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 
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（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更

生手続開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第

２１条の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者であ

ること。（会社更生法の規定による更生手続開始の申立てがなされた

者であっても、再生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の

決定が確定された者を除く。） 

（７）公告日現在において、下関市建設工事等競争入札参加有資格者名簿

に登録があること。 

（８）過去１０年以内に、本業務と同種又は類似業務を受託し、完了した

実績があること。 

（９）本業務を遂行するため、博物館法（昭和２６年法律第２８５号）に

規定する学芸員の資格を有する者及び建築士法（昭和２５年法律第２

０２号）に規定する一級建築士の資格を有する者を配置できる者であ

ること。 

（１０）参加者は、業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わ

せることはできない。ただし、業務を効率的に行う上で必要と認める

ときは、下関市と協議の上、その一部を第三者に委託することができ

る。 

参加者は、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとす

るときは、あらかじめ、書面により下関市の承諾を得なければならな

い。 

参加者は、第三者に委託し、又は請け負わせた場合、下関市に対し、

その第三者の受託又は請負に基づく行為全般について責任を負うも

のとする。 

業務を再委託に付する場合、書面により再委託の相手方との契約関

係を明確にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、

管理の下に業務を実施しなければならない。 

 

６　現地見学会 

（１）開催日時　　令和８年６月２日（火）午後２時から 
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（２）場　　所　　土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム 

（３）留意事項 

　　　・現地見学会に参加を希望する場合は、事前にミュージアム（事務

局）まで現地見学参加申込書（様式１）を提出のこと。 

・１団体２人までの参加とする。 

　　　・見学会当日は原則質問は受け付けない。「８　質問の受付及び回答」

によること。 

　　　・見学会では、ミュージアム本館及びドームの建築図面を閲覧でき

る（撮影は可とする）。 

 

７　参加申込手続 

（１）提出書類 

ア　参加申込書（様式２） 

イ　会社概要（任意様式、パンフレット等でも可） 

ウ　実績調書（様式３）  

業務実績について、契約書の写しなど、実績が確認できる資料を

添付すること。 

（２）提出方法 

提出書類すべてを電子メールで提出すること。 

※様式２及び３について、必要事項を記入し、ＰＤＦ化すること。 

（３）提出期限 

令和８年６月１２日（金）午後５時まで（必着） 

（４）提出先 

下関市教育委員会　土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム（事務局） 

E-mail: kijinrui@city.shimonoseki.yamaguchi.jp 

（５）参加資格審査の結果通知 

ア　通知日 

令和８年６月１７日（水）までに発送 

参加申込書を提出したにもかかわらず、参加資格審査結果の通知

がない場合は、令和８年６月１９日（金）正午までに確認すること。 
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イ　通知方法 

電子メールによる 

ウ　その他 

参加資格審査の結果について、当該通知日の翌日から起算して５

日以内に、書面（任意様式）にて下関市に説明を求めることができ

る。 

 

８　質問の受付及び回答 

（１）質問 

ア　提出様式 

別紙「質問書（様式４）」のとおり 

イ　提出方法 

電子メール（着信確認を行うこと。） 

ウ　受付期間 

令和８年５月２５日（月)から 

令和８年６月５日（金）まで　必着 

エ　提出先 

下関市教育委員会　土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム（事務局） 

E-mail: kijinrui@city.shimonoseki.yamaguchi.jp 

（２）回答 

ア　回答方法 

電子メールによる。プロポーザル参加申込者全員に回答を送信。 

イ　回答日 

令和８年６月１０日（水）までに回答予定。 

 

９　提案書作成方法等 

（１）提出書類 

企画提案書（任意様式） 正本１部、副本７部（企業名なし） 

（２）提出期限 

令和８年７月１７日（金）午後５時まで（必着） 
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（３）提出方法 

持参又は郵送 

なお、郵送の場合は、受け取り日時及び配達されたことが証明で

きる方法によることとし、郵便事故等については、下関市はその責

めを負わないものとします。 

（４）提案書の作成方法 

ア　企画提案書は１社について１案とする。 

イ　企画提案書の記載内容  

（ア）記載概要  

別紙１「土井ヶ浜プロジェクト基本計画策定業務仕様書」の内

容及び別添１「評価基準」に示す内容に沿ったものとし、分かり

やすくまとめた上で具体的に記載すること。  

（イ）業務実施体制 

本業務を実施する上での業務体制表を記載すること。また、本

業務を円滑に履行するために他の事業者の協力を受ける必要が

ある場合は、その業務内容が分かるよう記載すること。 

（ウ）スケジュール 

本業務に係るスケジュールを具体的に記載すること。  

（エ）独自提案  

仕様書で示した事項以外に独自の提案があれば、Ａ４判１枚に

簡潔に記載すること。  

（オ）留意事項  

・正本の表紙に様式６を添付し、代表者印を押印すること。また、

副本の表紙には、提出年月日のみ記載し、他には何も記載しな

いこと。  

・正本の表紙を除き、提案者の商号又は名称、代表者氏名及びロ

ゴを記載しないこと。  

（５）提出先 

下関市教育委員会　土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム 

〒７５９－６１２１　下関下関市豊北町神田上８９１－８ 
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※開庁時間：午前８時３０分から午後５時１５分まで 

 

１０　審査方法 

（１）評価基準 

別添１「評価基準」のとおり 

（２）プレゼンテーション及びヒアリングの実施 

提案書の内容について、プレゼンテーション及びヒアリングを実施

する。 

ア　日程 

未定（別途通知） 

イ　実施場所 

未定（別途通知） 

ウ　出席者 

　３名以内（原則、参加申込書（様式１）に記載された担当者は出

席すること。）  

エ　実施時間 

１者４０分以内  

オ　貸出物品 

机・椅子・スクリーン・プロジェクター 

それ以外の物品については、企画提案者の負担において用意する

こと。 

カ　その他 

プレゼンテーションの順番は、下関市が提案書を受理した順番と

する。 

プレゼンテーションに出席しない場合は、辞退したものとみなし、

候補者として選定しない。また、ヒアリング時の追加資料の提出及

び提示は認めない。 

（３）候補者の選定方法 

ア　下関市が設置したプロポーザル審査委員会が提案内容の審査を

行い、評価基準に基づき評価を行う。 
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イ　失格者を除き、各評価項目の評価点の合計（以下「総合点」とい

う。）が最も高い者を候補者とし、随意契約の交渉を行う。 ただし、

その者と合意に至らない場合は、総合点が次に高い者と交渉を行う。 

ウ イにおいて、総合点が同一の企画提案者が複数いた場合には、「企

画提案内容」の項目の評価点が高い者を候補者として選定する。た

だし、それでもなお候補者を選定できないときは、委員の審議及び

多数決により候補者及び次順位候補者を選定する。 

エ 上記にかかわらず、総合点が評価点全体の６０％未満の場合には

候補者として選定しない。 

 

１１　選定結果について 

選定結果は、候補者の選定後にプレゼンテーション・ヒアリングに参

加した全ての企画提案者に選定結果通知書（様式７）により通知します。 

また、選定結果通知書を発送した日の翌日以降に、次の項目を本下関市

のホームページ（しごと・事業者＞入札・契約・登録＞業務委託等の部

屋（上下水道局を除く）＞プロポーザル情報）に公表します。 

（１）所管課及び業務名 

（２）企画提案者数 

（３）候補者の名称及び総合点 

 

１２ 契約締結に向けての協議 

（１）提案内容がそのまま契約内容となるものではなく、候補者と当該業

務の仕様等について交渉を行った上で、見積書の提出を求め、契約を

締結する。 

（２）業務の実施に際しては、個人情報の保護に関する法律（平成１５年

法律第５７号）の規定に基づきこれを適切に取り扱うものとする。 

 

１３　情報公開 

下関市は、提出された提案書等について、下関市情報公開条例（平成

１７年２月１３日条例第１６号）の規定による請求に基づき、第三者に
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開示することができる。 

ただし、法人等の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められ

る情報は非開示となる場合がある。 

また、本プロポーザルによる契約締結前において、公正又は適正な候

補者選定に影響がでるおそれがある情報については契約締結後に開示

する。 

 

１４ その他 

（１）提出書類の取扱い 

ア　提出された書類は返却しない。 

イ　提出後の訂正、差し替えは、下関市から指示があった場合を除き

認めない。 

ウ　提出された書類は、本プロポーザルにおける候補者選定以外の目

的では使用しません。 

エ　提出のあった書類は、選定作業において必要な範囲で複製する場

合がある。 

（２）本プロポーザルに係る費用については、全て参加申込者の負担とす

る。やむを得ない理由により本プロポーザルが中止された場合におい

ても、それまでに要した費用を下関市に請求することはできない。 

（３）参加申込書の提出後に本プロポーザルへの参加を辞退する時（選定

後に辞退する時も含む。）は、辞退届（様式８）を提出すること。 

（４）次の事項のいずれかに該当する企画提案者は失格とする。 

ア　参加資格要件を満たしていない場合又は満たさなくなった場合 

イ　提出書類に虚偽の記載があった場合又は不備があった場合 

ウ　実施要領に示した提出期日、提出先、提出方法、書類作成上の留

意事項等の条件に適合しない書類の提出があった場合 

エ　選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

オ　プレゼンテーション開始時間までに会場に来なかった場合 

カ 価格提案書（参考見積書）の金額が、見積限度額を超過した場合 

（５）参加申込者又は企画提案者が１者の場合には、本プロポーザルを中
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止する場合がある。 

（６）提案書の著作権は、当該提案書を作成した者に帰属するものとする

が、当該業務の契約相手となった者が作成した提案書については、下

関市が必要と認める場合には、下関市は事前に通知することにより、

その一部又は全部を無償で使用（複製、転記又は転写をいう。）するこ

とができるものとする。 

（７）参加申込者は、本プロポーザルの実施後、不知又は内容の不明を理

由として、異議を申し立てることはできないものとする。 

（８）手続において使用する言語及び通貨単位は、日本語及び日本国通貨

に限る。 

 

１５　問い合わせ・提出先 

下関市教育委員会 土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム（事務局） 

〒７５９－６１２１　下関市豊北町神田上８９１－８ 

電話 ０８３－７８８－１８４１ ファクシミリ ０８３－７８８－　

１８４３ 

電子メール　kijinrui@city.shimonoseki.yamaguchi.jp 

 

１６　施行期間 

本要領は、令和８年５月２５日から施行し、本業務の契約締結をもっ

て、その効力を失う。 

以上


